
フードバンク活動支援事業 説明会

⾳声をミュートにしてください。
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お願い

▍以下をご精読お願いいたします。
– 事業実施規程

• 含む
– 交付申請書（別記様式第３号）
– 遂⾏状況報告書（別記様式第９号）
– 実施結果報告書およびその別紙（別記様式第10号）

– 公募要領
– 補助事業等の実施に要する⼈件費の算定等の適正化について
– 課題提案書
– 本資料（終了後、HPに掲載します）
– その他公⽰資料

2



応募にあたっては以下をご提出ください。

▍ 課題提案書

▍ 課題提案書と合わせて以下の資料
– ⺠間企業 直前3ヵ年分の決算（事業）報告書（⼜はこれに準ずるもの）
– ⺠間企業以外 定款及び直前3ヵ年分の決算（事業）報告書
– 法⼈格を有しない団体 当該団体の概要
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趣旨

応募はいずれかのみ可
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事業の体制

農林⽔産省

・事業の周知

・事業実施者の募集

・審査・交付事務、交付先の調査

・補助⾦の⽀払い

フードバンク
（事業実施者）

補助⾦
事務局

(公財)流通経済研究所

事務局（⺠間団体︓流通経済研究所）からフードバンクに対して交付を⾏います。
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応募要件

①スタートアップ⽀援事業
（１〜３の充⾜が必要）

１ 事業完了⽇までに「フードバンク活動における⾷品の取扱い等に関する⼿引き」に基づく⼜は準
じた⾷品取扱体制を整備する1

２－１ 令和５年４⽉１⽇においてフードバンク活動の開始から３年を経過していない

2（いずれか
の充⾜が必
要）

２－２ ⻘果物等⽣鮮⾷品
の取扱量を拡⼤する計画を
有する（計画の概要を右に
記⼊）

３ 過去の類似事業（農⽔省のフードバンク⽀援に関する事業）において、３回以上補助を受け
ていない3

②先進的取組⽀援事業
（１の充⾜が必要）

事業完了⽇までに「フードバンク活動における⾷品の取扱い等に関する⼿引き」に基づく⼜は準じた
⾷品取扱体制を整備する1

応募はいずれかのみ可
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スタートアップ支援事業の要件に関わる 「過去の類似事業」
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▍ （ア）平成22 年度⾷品産業環境対策⽀援事業（フードバンク活動推進事業）
▍ （イ）平成23 年度⾷品産業環境対策⽀援事業（フードバンク活動推進事業）
▍ （ウ）平成24 年度⾷品産業環境対策⽀援事業（フードバンク活動推進事業）
▍ （エ）平成25 年度⾷品産業環境対策推進事業⾷品廃棄物等削減推進事業（フードバン
ク活動に係る事業）

▍ （オ）平成26 年度⾷品ロス削減等総合対策事業フードバンク活動等の推進事業（フー
ドバンク活動の⽀援に係る事業）

▍ （カ）平成27 年度⾷品ロス削減等総合対策事業フードバンク活動等の推進事業
▍ （キ）平成28 年度⾷品ロス削減等総合対策事業フードバンク活動等の推進事業
▍ （ク）平成29 年度⾷品ロス削減等総合対策事業フードバンク活動の推進事業
▍ （ケ）平成30 年度持続可能な循環資源活⽤総合対策事業フードバンク活動の推進事業
▍ （コ）平成31 年度⾷料産業・６次産業化交付⾦フードバンク活動の推進事業
▍ （サ）令和２年度⾷料産業・６次産業化交付⾦フードバンク活動の推進事業
▍ （シ）令和３年度⾷料産業・６次産業化交付⾦フードバンク活動の推進事業
▍ （ス）令和４年度⾷品ロス削減総合対策事業のうちフードバンク活動⽀援事業



支援対象となる事業内容と支援対象経費：スタートアップ支援事業
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スタートアップ支援事業の対象の考え方等
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内容取組項⽬

特定⾮営利活動法⼈、⾷品関連事業者、社会福祉法⼈、フードバンク
活動団体、消費者団体等で構成される検討会を設置し、フードバンク活
動の普及による⾷品ロス削減の検討を⾏い、今後の具体的活動⽅策等
を取りまとめる。

ア 検討会の開催

⾷品関連事業者、フードバンク活動団体の実務に携わる関係者に向け、
アで取りまとめた内容に係る研修会等を開催する。イ 研修会等の開催

フードバンク活動の社会的意義や⾷品ロス削減の効果等の普及啓発資
料を作成し、⾷品関連事業者や消費者等に対し普及啓発を⾏う。ウ 普及啓発の実施

フードバンク活動団体の⼈材育成に向けて、⾷品衛⽣管理及びフードバ
ンク活動団体の運営⽅法等の習得のため、⾷品衛⽣責任者講習、先
進フードバンク活動団体での現地研修の受講等の取組を⾏う。

エ ⼈材育成の実施

他のフードバンク活動団体との連携強化を図るための情報交換会を開催
する。オ 連携強化の実施

アからカまでの取組による成果を取りまとめ、報告書を作成し、公表する。カ 報告書の作成



支援対象となる事業内容と支援対象経費：先進的取組支援事業
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先進的取組支援事業の対象の考え方等
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区分 内容

例 所在県以外の⾷品関連事業者、こども⾷堂等との連携に取り組むことで取扱量を拡⼤さ
せるための事業計画や⽬標を設定し、実現可能性を有する

備考 ⽀援対象は、やりとりの相⼿⽅が事業実施主体の所在県以外にある場合

イ　プラットフォームの構築

⺠間団体等が、⾷品関連事業者から⾷品の寄
附の相談を⼀括して受け付けるプラットフォームと
なり、複数地域の多数のフードバンク活動団体と
連携し、物流コスト等の観点で効率的な提供
先を調整し、円滑に⾷品の受⼊れ・提供を⾏
う。

例 ⾷品企業者やフードバンク活動団体等がアクセスできる場を構築し、それを⽤いた円滑な
⾷品の受⼊れ・提供を⾏うこと等

ウ マッチングに特化した活動

フードバンク活動団体が、⾷品の輸配送・保管
を⾃ら⾏うことなく、⾷品の寄附を⾏う⾷品関連
事業者と、その⾷品を必要とするこども⾷堂等と
のマッチングのための連絡・調整を⾏い、円滑に
⾷品の受⼊れ・提供を⾏う。

備考 アナログなマッチング⼿法での事業計画であったとしても、⾷品の取扱量の拡⼤という事業
の⽬標に合致していれば採択の可能性

エ　⾏政とのコーディネート

フードバンク活動団体が、地⽅公共団体との連
携強化により、継続的な⾷品の受⼊れや、⾷料
の⽀援を必要とする者の情報の適切な把握等
を⾏うこと等によりこども⾷堂等への⾷品の提供
を⾏う。

例

①⾏政との連携、⾏政からの⽀援体制の強化による継続的な⾷品の受け⼊れ体制強
化の取組、②⾏政との連携により⾷料の⽀援を必要とする者の情報の適切な把握等を
⾏い、フードバンクの機能を強化していく取り組み、などを想定。その⼀環として、官庁の災
害備蓄品や、東京都のコロナ⽀援物資の引き取り・提供を⾏う取り組みを含めていただく
ことは可能

ア　広域的な連携

事業区分

フードバンク活動団体が、その所在する都道府
県以外の地域の⾷品関連事業者及びこども⾷
堂等と連携し、広域的に⾷品の受⼊れ・提供を
⾏う。



先進的取組支援事業の対象の考え方等
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区分 内容

オ　企業とのコーディネート

フードバンク活動団体が、⺠間団体（⾷品提供
元の⾷品関連事業者等及び需要地のこども⾷
堂等を除く。）と連携して、⾷品の受⼊れ・提供
を効率的・効果的に⾏う⽅法を構築した上で実
施する。

備考 社会福祉法⼈も対象

例 取り組み拡⼤のため、漁協あるいは農協から提供を受ける取組など

備考 ⼀過的で終わらない仕組みをつくり、ある程度の頻度や安定した量の確保が可能であるこ
と

キ　⾷品関連事業者と連携したフー
ドバンク活動

⺠間団体等が、複数の⾷品関連事業者と連携
することにより、⾷品の品⽬や量の偏りの解消等
に取り組みつつ⾷品の受⼊れを⾏い、こども⾷堂
等のニーズに対応した⾷品の提供を⾏う。

例 本事業の実施により、新たな⾷品事業者と連携することで、事業の実施前（現状）と⽐
較して、供給量及び品⽬数が増加すること

備考 ⼈件費については、事業計画に則って事業内容に直接従事する⼈の⼈件費実費（給
料や諸⼿当、福利費等）が該当

事業区分

カ　農業者との連携

フードバンク活動団体が、農林漁業者⼜は農林
漁業者の組織する団体と連携して、⽣産段階
で発⽣する規格外を含む農林⽔産物を受⼊
れ、こども⾷堂等に提供する。

共通



事業の流れ（事業実施前）
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12⽉初旬 採択通知の送付（事務局→申請者）

R５年11⽉７⽇17時  課題提案書の提出（申請者→事務局）

事業の実施

交付決定通知の送付（事務局→申請者）

採択通知から７⽇以内 交付申請書・事業計画書の提出（別記様式第３号）
（申請者→事務局）

（注）補助対象期間︓
交付決定の⽇から令和６年２

⽉12⽇まで

スケジュール（想定）

※事業実施者となるフードバンクが採択され、割
り当てられる補助⾦の上限が決定
※採択結果の通知後、交付申請の⼿続きを⾏う前
に事業を実施する必要がある場合には、事業実
施規程の第６の５の（２）の交付決定前着⼿届
（別記様式第５号）を事務局に提出することで
事業の着⼿が可能です

※計画書に記載された事業内容を承認し、補助
⾦の交付が確定



事業の流れ（事業実施前）

14

事業趣旨に合致
する取組をして
いても、この期
間に発⽣した経
費は⽀援対象外

応募者が設定し
た事業開始⽇

※ 事業実施期間は、事業実施者が作成する事業実施計画によって異なります。
※ 交付決定を受けるまでの期間に⽣じた経費については、不採択となった場合や、
補助対象経費として認められなかった経費は、

全額、事業実施者の負担となります。

公募・
交付決定

交付決定されれ
ば、認定された
計画の事業実施
期間について⽀
援対象

交付決定された
取組であっても、
事業実施期間を
超えて発⽣した
経費は⽀援対象
外

交付決定された事業実施者については、当該事業実施者の事業実施計画上の事業
実施期間に発⽣した補助対象経費が⽀援対象となります。
ただし本事業、農林⽔産省の別事業、及びその他機関による補助を受けている期
間・内容については対象外となります。

応募者が設定し
た事業終了⽇



事業の流れ（事業実施後）
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事業完了１ヵ⽉後
⼜は令和６年２⽉12⽇のいずれかまで 実施結果報告書

（別記様式第 10 号及び別紙）の提出
（事業実施者→事務局）

令和６年２⽉12⽇までに事業完了

令和６年３⽉末まで 補助⾦の送⾦（事務局→事業実施者）

報告書の内容確認後 額の確定通知の送付（事務局→事業実施者）

スケジュール（想定）

※消費税を含んで補助⾦を受領した課税対象事業
者は、消費税仕⼊税額報告書を事務局へ提出



事業の流れ（事業実施後）
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事業実施規程
▍ 第 16 事業成果等の報告及び発表

– １ 事業実施者は、本事業終了後、事業成果等についての報告を農林⽔産省⼜は事務 局
から求められた際は、これを⾏うものとする。また、農林⽔産省及び事務局は、 あらかじめ事業
実施者に通知の上で、報告のあった事業成果等を公表できるものと する。

– ２ 事業実施者は、本事業により得られた成果については、広く普及・啓発に努める ものとする。
また、本事業終了後、得られた事業成果について、農林⽔産省⼜は事 務局から求められた際
は、必要に応じ発表を⾏うものとする。

– ３ 事業実施者が、新聞、図書、雑誌論⽂等により本事業成果の発表を⾏う際には、 当該成
果が本事業によるものであること及び論⽂等の⾒解が農林⽔産省及び事務局 の⾒解でないこ
とを必ず明記するとともに、発表した資料等については事務局に提 出するものとする。



質疑応答
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▍チャット、挙⼿、ご発⾔にて、ご質問ください。


